
ＫＥＫ技術賞表彰要項

平成１２年１０月１７日
機 構 長 裁 定

（趣旨）
第１ 高エネルギー加速器研究機構における科学技術上の優れた業績を表彰し、もっ

て広く技術の発展に資することを目的とする。

（賞の名称）
第２ 賞の名称は 「ＫＥＫ技術賞」とする。、

（表彰の対象）
第３ 表彰の対象は、本機構に勤務し、特に優れた技術開発及び改善・改良に係わる

性能向上等に貢献した技術者並びに技術グループとする。

（受賞者の選考）
第４ 受賞者の選考は、次により行う。

（１）機構長は、授賞候補者を選考するため『ＫＥＫ技術賞選考委員会（以下
「選考委員会」という 』を設ける。。

（２）選考委員会は、候補者の公募を行い、推薦のあった者を審査のうえ、そ
の結果を機構長に推薦する。

（選考委員会）
第５ 選考委員会の組織等については別途定める。

なお、選考委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

（推薦）
第６ 機構内への公募は、年１回行うこととし、機構職員が機構長宛に推薦する （自。

薦可）
なお、詳細については、選考委員会が定める。

（表彰）
第７ 表彰は、当該年度、数件とする。

（表彰の内容）
第８ 受賞者には、表彰状及び副賞を授与する。

（その他）
第９ この要項に定めるもののほか、表彰の運用に関し必要な事項については機構長

が決定する。

附記
この要項は、平成１２年１０月１７日から実施する。



ＫＥＫ技術賞選考委員会実施要領

平成１２年１０月１７日
機 構 長 裁 定

ＫＥＫ技術賞表彰要項第５項に基づき、選考委員会の組織等について定める。

１．名称
ＫＥＫ技術賞選考委員会

２．委員会の構成
（１）素粒子原子核研究所から２名
（２）物質構造科学研究所から２名
（３）加速器研究施設から２名
（４）共通研究施設から２名
（５）技術部から２名
（６）管理局から２名

３．委員の選出方法
各研究所等（各研究施設を含む）からの委員については、各研究所長（研究施設

については施設長）及び技術部の委員については技術部長、管理局の委員について
は管理局長がそれぞれ選出するものとする。

４．委員長
選考委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

５．招集
選考委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

６．レフェリー
選考委員会が必要と認めるときは、選考対象ごとにレフェリーを置き、意見を求

めることができる。



ＫＥＫ技術賞選考委員会委員名簿

区 分 氏 名 所属・職名 備考

近藤敬比古 物理第二研究系・教授
素粒子原子核研究所

高崎 稔 物理第三研究系・教授

松下 正 副所長
物質構造科学研究所

野村 昌治 物質科学第二研究系・教授

木原 元央 施設長
加速器研究施設

山根 功 加速器第四研究系・教授

人見 宣輝 工作センター長
共通研究施設

山本 明 低温工学センター・教授

三国 晃 技術部長
技術部

阿部 勇 技術部次長

山﨑 太平 総務部長
管理局

岡田 康裕 施設部長


